
産業医の皆様へ

情報通信機器活用のお願い

謹啓

陽春の候、産業医の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお取引を賜り、ありがたく御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に関し、皆様大変ご尽力されていること存じます。

現在、お取引を頂いております企業様から、産業医の追加訪問や時間延長の需要が拡大し、

特に、新型コロナウイルスに関する出勤停止などの社内規定を整備するに際し、医師（産業

医）による判断基準（体温 37．5℃以上など）を定めなければならないことなど、例年の月

以上に、業務量が増えていることと存じます。

このため、追加訪問や時間延長に応じることができないケースが出てきていることから、産

業医ご自身のご判断で、面接指導等は、Skype や Zoom などの情報通信機器を用いたり、

衛生委員会への参加などにご活用頂きますようお願いいたします。

なお、機器の操作方法などに関しましては、弊社にてご指導いたしますので、お気軽にご相

談下さいますようお願いいたします。

情報通信機器を用いて遠隔で医師による面接指導を実施する場合について、基本的な考え方

や留意事項等に関しましては、下記の厚生労働省通達をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-2.pdf
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